
第１表（小） 

                     ６清教清小発第 182号 

令和７年３月５日 

清瀬市教育委員会 殿 

学校名 清瀬市立清瀬小学校 

校長名  谷 口 雄 麿 

 

令 和 ７ 年 度 教 育 課 程 

 

  標記の件について、清瀬市立学校の管理運営に関する規則に基づき､下記のとおり届け出ま

す。 

記 

１ 教育目標 

（１） 教育目標  

・元気な子【健やかな心と身体】・考える子【知恵を獲得し自分の考えをもつ力】・協力す

る子【力を合わせ創造する態度】・仲良くする子【多様性を認め相手を思いやる心】 

（２）教育目標を達成するための基本方針 

〇確かな学力の向上 

・タブレット端末を日常的に活用し、指導の個別化と学習の個性化の在り方を追究した「個

別最適な学習」を行うことで、児童の主体的な学びを具現化する。 

・自力解決の時間を確保し、積極的に話合い活動を取り入れて協働的な学びを推進する。 

・東京ベーシックドリルを活用して「学び直し」を行うことで、学習内容の定着を図る。 

・読書活動を充実させることで、読む力を伸ばす。 

〇学びへの関心・意欲の醸成と向上 

・ユニバーサルデザインの視点で学習環境や授業を構築し、個別最適な学習を積極的に取り

入れることで、誰一人取り残すことのない教育活動の展開を図る。 

・キャリア教育（いのちの学習）を通して生き方を考えさせ、学ぶことの意義を理解させる。 

・小中連携教育を充実させ、義務教育９年間の学びの見通しをもたせる。 

〇豊かな心としなやかで強かな心の育成 

・「いのちの学習」を通して、相手を思いやる優しい心を育てる。 

・教育相談機能を充実させて「相談する力」を育て、いじめ「見逃しゼロ」を徹底する。 

・「ならぬことはならぬ」という毅然とした態度で生活指導に当たり、規範意識を醸成する。 

・安全教育の充実を通して、児童の危機意識や危機対応力を育成する。 

〇運動習慣の確立と体力の向上 

・運動することの楽しさや必要性を感得させ、運動時間の確保を通して日常化を図る。 

・食育や保健指導を充実させ、児童に望ましい生活習慣を定着させる。 

〇特別支援教育の充実 

 ・個々の困り感や願いに適宜対応し、望ましい人間関係形成力を育てる。 

・通常の学級と特別支援学級との交流を活性化させる。（交流及び共同学習の充実） 

〇地域愛・郷土愛の醸成と社会貢献意識の醸成 

・地域のよさを味わわせるとともに、地域に働きかける取組を充実させる。 

・コミュニティ・スクールとして地域資源を活用した教育活動を充実させる。 


